
蹴上インクラインの桜（京都府）

4
ホームページ●https://www.phia.or.jp/　

2023
No.867

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

出版健康保険組合

被扶養者の認定・削除について ‥‥‥‥‥‥‥２
令和5年度「家族健診のご案内」 ‥‥‥‥‥‥‥４
出版健保　健康相談サービスのご案内‥‥‥‥５
健康管理センター（診療所）のご案内 ‥‥‥‥８
各種大会・練習会開催予定‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

健診は必ず受けましょう

5
ホームページ●https://www.phia.or.jp/　

2023
No.868

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

8
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2023
No.871

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

令和4年度「事業報告」と「決算」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
事務監査終わる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
交通事故などの第三者行為でけがをしたときは、
　必ず出版健保へ連絡を! ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
年に一度は健診を受けましょう! ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

鼻高展望花の丘（群馬県）

9
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2023
No.872

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

出版健康保険組合

健診は必ず受けましょう

インフルエンザ予防接種を実施します！インフルエンザ予防接種を実施します！‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２
医療費節約にご協力ください医療費節約にご協力ください‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４
出版健保 健康相談出版健保 健康相談サービスのご案内サービスのご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５５
マイヘルスウェブ健康ポイント達成者にマイヘルスウェブ健康ポイント達成者に
　プレゼントをお贈りしました　プレゼントをお贈りしました ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1010

6
ホームページ●https://www.phia.or.jp/　

2023
No.869

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

出版健保の付加給付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２
令和5年度「算定基礎届」の提出について ‥‥３
夏季契約保養施設 抽選申し込み受付中 ‥‥‥４
直営保養施設もご利用ください ‥‥‥‥‥‥５

健診は必ず受けましょう

7
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2023
No.870

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

標準報酬月額の決定・改定について／
　住所変更の手続きはお済みですか？‥‥‥‥‥‥‥２
夏季契約保養施設開設中‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５
すこやかプラザのプールでリフレッシュ！‥‥‥‥‥ 12
令和5年6月2日からの大雨による、
　一部負担金等の減免等について‥‥‥‥‥‥‥‥ 18

このたびの大雨で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます

10
ホームペーホームページジ●●https:https:////www.phia.or.jp/www.phia.or.jp/　

20232023
No.873No.873

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKASUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

インフルエンザ予防接種のご案内インフルエンザ予防接種のご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
「被扶養者資格の再確認および住所確認」を実施します。「被扶養者資格の再確認および住所確認」を実施します。
　ご協力をお願いします　ご協力をお願いします ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
「ジェネリック医薬品」を使用して「ジェネリック医薬品」を使用して
　お薬代を軽減しましょう　お薬代を軽減しましょう‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88
仕事中や通勤途中にけがをした場合は、仕事中や通勤途中にけがをした場合は、
　労災保険で受診してください。健康保険は使えません　労災保険で受診してください。健康保険は使えません‥‥‥‥ 99

10月は健康強調月間です

11
ホームペーホームページジ●●https:https:////www.phia.or.jp/www.phia.or.jp/　

20232023
No.874No.874

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKASUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

12
ホームペーホームページジ●●https:https:////www.phia.or.jp/www.phia.or.jp/　

20232023
No.875No.875

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKASUKO YAKA

健診は必ず受けましょう
「医療費のお知らせ」を２月初旬にお送りします ‥‥‥‥ ２
9人に1人増え続ける乳がんから命を守る ‥‥‥‥‥‥‥ ８
パート・アルバイトの方が「年収の壁」を意識せずに
　働くことのできる環境づくりが行われます‥‥‥‥‥‥14

1
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2024
No.876

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう
新春随筆 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
今年の抱負‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
健康セミナー（Webによる動画配信）の
　お知らせ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
お年玉付き「まちがいさがし」 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

2
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2024
No.877

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

令和5年度の健診は3月31日までにお受けください! ‥‥‥ 3
「医療費のお知らせ」をお送りします　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
健康セミナー（Webによる動画配信）のお知らせ ‥‥‥‥‥ 6
大宮けんぽグラウンドのご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
令和6年1月1日の地震による、
一部負担金等の減免等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18

このたびの地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます

3
ホームページ●https://www.phia.or.jp/

2024
No.878

ご自宅へお持ち帰りください

SUKO YAKA

健診は必ず受けましょう

令和6年度 事業計画と予算が決まりました‥‥‥‥‥ 2
令和6年度の保険料率が決まりました‥‥‥‥‥‥‥ 8
令和6年度 各種健診のご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
家族健診のご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
2024年度出版健保スポーツ大会等スケジュール‥‥13

令和6年能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます

広報誌『すこやか』でみなさんに出版健保の情報をお知らせします。

特例退職被保険者制度
のご案内

出版健康保険組合



特例退職被保険者制度では、傷病手当金の制度はあ
りませんが、その他の法定給付と一部負担還元金や家
族療養費付加金などの付加給付は在職中と変わりま
せん。
■医療費の自己負担割合
医療機関で受診されたときの自己負担割合は、２

割（70歳以上75歳未満）、または３割（70歳未満）です。
　医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を
超えた額が高額療養費として支給されます。限度額は
総医療費、所得に応じて異なります。詳しくは、給付
課☎03（3292）5006、大阪支部☎06（6944）4300まで
お問い合わせください。

　在職中と同じように保養施設の利用、各種大会への
参加、各種健診の受診（本人・家族）は、可能です。毎月、
ご自宅に送付する機関誌『すこやか』または出版健保ホ
ームページをご覧ください。

 ご家族（被扶養者）のいる方は… 

●被扶養者（異動）届
　　以前から被扶養者であった方についても資格取得
申請時に再度、提出が必要となります。なお、その
際には確認書類を提出していただくことがあります
ので、事前にお問い合わせください。

  提出について… 

◉在職老齢年金を受給している方、または、すでに受
給権を有している方は、退職される前に申請書類を
提出していただくことをお勧めします。なお、退職
後に提出された場合は、当組合に書類が届いた日が
取得日となりますのでご注意ください。

◉退職後に資格取得を希望される場合は、受給権発生
日（受給開始年齢または65歳到達日）より前にご連絡
ください。

　手続きの際には「健康保険特例退職被保険者資格取
得申請書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて出
版健保に提出してください。
●国民年金・厚生年金保険年金証書の写し（※1）

（※1）年金証書が届いていない方は「年金請求書受
付控」と「年金見込額照会回答票」の写し（後
日、年金証書が届きましたらその写しを必
ず提出してください）

●住民票（個人番号が省略されていて、世帯全員の記載
があるもの、交付されてから３カ月以内のものです）

●念書（所定の用紙があります）

　申請の期限は、老齢厚生年金請求を行った日以降、
年金証書を受け取った日の翌日（ただし、在職老齢年

金受給者は、被保険者資格を喪失した日）から３カ月
以内です。

次の①、②の要件をいずれも満たす方
①厚生年金の老齢厚生年金請求を行い、受給権を有す
る方

　＊平成25年4月より老齢厚生年金（報酬比例部分）の
受給開始年齢が段階的に引き上げられています。

②出版健保の被保険者資格の期間が20年以上、または
40歳以降10年以上ある方

　ただし、後期高齢者医療制度の適用を受けている方
は加入することができません。

　事業所を定年などで退職された場合には、通常、国民健康保険に加入することになりますが、
出版健保では、引き続き在籍することができる「特例退職被保険者制度」を設けています。

伊東「栗穂」

加入できる方

申請の期限

提出する書類

保険給付について

保健事業について



◉申請にあたっては、国民健康保険の保険料との比較
や自治体の医療費助成制度、ご自身（家族）の健康
状態など総合的にご検討いただいたうえで、お決め
ください。

◉被扶養者に就職等で異動が生じたり、住所の変更や加
入時に届け出た金融機関の変更などがあったときは、

すみやかに出版健保に届け出をお願いします。
◉保険証の紛失などにより再交付申請書を提出する場
合は、本人の確認がとれる被保険者の「運転免許証」
や「パスポート」「マイナンバーカード」等の写しか
「住民票」などの公的な証明書の添付が必要になり
ます。

　次のいずれかに該当する場合は資格がなくなります
ので、下記までお問い合わせください。
①後期高齢者医療制度の被保険者となったとき（75歳
になったときおよび65歳以上75歳未満で障害認定を
受けるとき）

②就職して被用者保険の被保険者となった（※2）とき
③死亡したとき
④生活保護の受給者となったとき

⑤海外居住となったとき
⑥被用者保険の被扶養者となったとき
⑦保険料を納付期日までに納付しないとき（納付期限
を過ぎての納入はできません）

⑧資格喪失を希望する旨の申し出があったとき
（※2）健康保険、船員保険、共済組合などから保険証の

交付を受けたとき

　各月払いと前納払いの２つの方法からお選びいただ
けます。
・各月払いは、ご指定の口座から引き落とされる口座
振替払いと専用納付書で金融機関等の窓口および出
版健保の窓口で納付する方法があります（納付期日
は毎月10日、ただし休日のときは翌営業日）。

＊口座振替をご希望の際は、「健康保険料預金口座振
替依頼書」の提出が必要となります。
・前納払いは、半年・1年分を一括して支払う方法で
す（割引あり）。専用納付書でお支払いいただきます
ので、口座からの引き落としはできません。

＊ 特例退職被保険者の標準報酬月額は、法により組合の規約で定めることとされています。出版健康保険組合
は組合規約で前年（1月から3月までの標準報酬月額については、前々年）の9月30日における特例退職被保険
者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額と前年（1月から3月までの標準賞与額については、前々年）
の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1の額に相当する標準報
酬月額とすることとなっていますので、全被保険者の標準報酬月額の変動に伴って変わる場合があります。

標準報酬月額 一般保険料（調整保険料含む）
94/1000

＋

介護保険料
住所地の市区町村へ納入

240,000円
月額　22,560円 市区町村により異なります。

公的年金より天引きまたは個
別徴収出版健保へ納付

標準報酬月額 一般保険料（調整保険料含む）
94/1000

介護保険料
18/1000

240,000円
月額　22,560円 月額　4,320円

出版健保へ納付　保険料合計額　26,880円

◉第1号被保険者
　（65歳以上75歳未満）
　の保険料

◉第2号被保険者
　（40歳以上65歳未満）
　の保険料

　令和6年度の標準報酬月額は24万円で、保険料の月
額は22,560円です。この額は標準報酬月額に保険料率
1000分の94を乗じて計算されています。また、介護保
険料は月額4,320円（令和6年度は、保険料率1000分の
18）です。

　介護保険料の納付先は、第２号被保険者（40歳以上
65歳未満）の方は出版健保、第１号被保険者（65歳以
上75歳未満）の方は公的年金からの天引き、または市
区町村となります（下図参照）。

お申し込み
お問い合わせ ホームページ https://www.phia.or.jp/　

適用課 ☎ 03（3292）5005　大阪支部 ☎ 06（6944）4300

標準報酬月額と保険料について

保険料の納入方法

資格がなくなる場合

そ　の　他


